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当社グループに対する Century 社からの申し立てについて  
 

  

当社グループが、フィリピンでのカジノプロジェクトに関連して現地パートナー

企業候補として協議を進めていた Century Properties Group, Inc.（以下、Century

社）より申し立てを受けた件で、フィリピンの地方裁判所において、 Century 社の

申し立てを棄却する裁判所命令が下されましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。  

 

１．  裁判所命令のあった裁判所及び年月日  

裁判所：マカティ市地方裁判所  

裁判所命令のあった日：平成 26 年 5 月 13 日  

 

２．  Century 社からの申し立ての経緯  

当社グループは、フィリピンでのカジノプロジェクトに関連して Century 社

と協議を行っておりましたが、条件が満たされなかったため、解除通知を送

付いたしました。 Century 社は、当該解除を不服として地方裁判所へ申し立

てを行いましたが、「 3．判決の概要」に記載の通り、当該申し立ては棄却さ

れました。  

 

３．  裁判所命令の概要  

Century 社の申し立てを棄却する。  

 

当社グループは引き続き、フィリピンでのカジノリゾートプロジェクト「マニラ

ベイリゾーツ」の開発を進めていくことで、フィリピン経済や現地での雇用創出へ

大きく貢献してまいります。  

 

以  上  


